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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月14日(2010.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　含浸用材料が含浸された隙間を伴う自立形無機材料を含む含浸済み無機材料であって、
前記含浸済み自立形無機材料／含浸用材料が、１０００℃未満で硬化／製造された時点で
、３００℃を上回る耐用温度を有することを特徴とする、含浸済み無機材料。
【請求項２】
　前記含浸用材料がシルセスキオキサンであることを特徴とする請求項１に記載の含浸済
み無機材料。
【請求項３】
　前記含浸用材料が、１．６～３．５というＳｉＯ２／Ｘ２Ｏ重量比（ここでＸはアルカ
リである）を有するアルカリケイ酸塩ガラスであることを特徴とする請求項１に記載の含
浸済み無機材料。
【請求項４】
　含浸済み無機材料の製造方法であって、
　自立形無機材料を提供するステップと、
　含浸用材料を提供するステップと、
　前記含浸用材料を前記自立形無機材料内部の複数の細孔に含浸させるステップと、
　前記含浸済み自立形無機材料を硬化させて前記含浸済み無機材料を形成させるステップ
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と
を含み、含浸および硬化ステップ中の最高温度が１０００℃未満であり、硬化された含浸
済み無機材料が３００℃超の耐用温度を有することを特徴とする製造方法。
【請求項５】
　前記自立形無機材料が、
　雲母紙、
　黒鉛紙、
　カーボンナノチューブ紙、および
　ガラス繊維紙
の中から選択されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
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